
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要
調光操作卓改修工事 1 式

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

観光振興課
観光施設係

契　約　名 安来節演芸館調光操作卓改修工事

種別

広島県広島市中区銀山町

東芝ライテック㈱ 中国営業所

所長　河野　薫

契約締結日の翌日 令和8年3月13日

施　行　場　所
安来市古川町地内

種別及び概要 電気工事

随意契約の理由

本件は、安来節演芸館の舞台照明設備の改修によって、当該施設の舞台照明のＬＥＤ化促進
を図るものである。

当該施設の照明設備である調光卓の更新においては、専用の調光信号を使用しており、新規
調光卓にて既設調光器盤を制御する際には、調光卓と制御盤の間で整合性をとる必要があ
る。
また、舞台照明設備に使用されている部品、基板等は一般的に流通している物ではなく、舞台
照明用に各社が独自に設計開発を行っているもであり、調光卓などの一部機器を他社の製品
に置き換えることは、トラブル発生時の対応の遅れや不具合発生箇所の特定が困難となり、万
が一の事態が発生した場合に施設運営に大きな影響を与え得ることが想定される。

また、今回の改修工事では既設調光器盤内の一部を改修することから、既設照明設備の製造
会社以外が施工した場合、不具合発生における責任の所在が不明となるため、既設調光器盤
を製造、施工した業者に一貫した責任を負わせることが必要となる。
当該事業者は舞台照明設備について熟知しており、施工中や施工後、トラブル発生等の緊急
時の対応も迅速かつ的確に対処することができる。

以上のことから、既設の舞台照明設備の製造、施工した東芝ライテック株式会社と地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき、随意契約を締結する。

   契 約 金 額 11,000,000円


